
［事例問題1］（50点）

【問題】
問1　起案
被告ら訴訟代理人の立場に立って、別紙1（被告乙川紙工代表者（乙川三郎）の

言い分）、別紙2（訴状）、別紙3（甲第2号証・特許公報）に基づいて、別紙4
（答弁書）の空欄1～5に記載すべき文章を起案してください。
なお、以下の注に留意してください。
注1　現在施行されている法令と現在存在する全ての判例に基づいて起案してく

ださい。
注2　甲第1号証、甲第3号証及び甲第4号証並びに乙第1号証及び乙第2号証

の添付は、省略しています。
注3　空欄の大きさは、解答すべき内容及び分量と関係ありません。
注4　この問題の事例は、架空の事案です。

問2　小問
（1）以下の各設問に対し、解答してください。

ア　次の文のａからｃまでの空欄に適当な語句を入れてください。空欄の長さは、
語句の長さと無関係です。

民法総則において定められている瑕
か

疵
し

ある意思表示の類型としては、例えば、
錯誤に基づく意思表示がある。この錯誤に基づく意思表示の取消しは、
（ⅰ）「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」又は（ⅱ）「表意者が法律行為
の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」が認められる場
合において、「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして
重要なものであるとき」に認められる。講学上、これらの錯誤の類型のうち、
（ⅰ）の類型は a と呼ばれ、（ⅱ）の類型は b と呼ばれている。
また、同じく瑕

か

疵
し

ある意思表示の類型としては、他人の欺
ぎ

罔
もう

行為により、錯
誤に陥り、その錯誤に基づいてなされた意思表示である c による意思表示
があり、錯誤に基づく意思表示と同様、表意者において取り消すことができる。

イ　以下の事例について、以下の各設問に対し、現在施行されている法令と、現
在存在する全ての判例に基づいて解答してください。なお、事例は、設問①及
び②に共通するものですが、設問①と設問②とは相互に関連しているものでは
ありませんので、御注意ください。
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＜事例＞
Ｘは、装置Ａを製造販売していたところ、Ｙより、装置ＡがＹの保有してい

る特許αに係る特許発明の技術的範囲に属するとの警告を受けた。ＸとＹとは、
協議の結果、特許αに係る特許権について通常実施権設定契約（以下「本件契
約」という。）を締結し、Ｘは、Ｙに対し、過去の実施分も含めて一括払いの
実施料として金100万円を支払うこととした。しかし、特許を主たる業務と
する弁護士や弁理士が検討すれば、装置Ａは特許αに係る特許発明の技術的範
囲に属さないことが明らかであった。ただし、Ｙは、装置ＡがＹの保有してい
る特許αに係る特許発明の技術的範囲に属すると確信して、当該警告に至った
ものである。

①　＜事例＞の事情のほか、次のような事情がある場合において、設問に対す
る結論を述べ、民法の根拠条文を示しながら、その理由を簡潔に述べてくだ
さい。

Ｘは、本件契約の締結後、一括払いの実施料の支払前に、知人から特許を
主たる業務とする付記弁理士Ｐ1の紹介を受けて相談したところ、装置Ａは
特許αに係る特許発明の技術的範囲に属さないことは明らかである旨を告げ
られた。ところで、本件契約書には、「第1条　Ｘ及びＹは、Ｘが製造販売
する装置ＡがＹの保有する特許αに係る特許発明の技術的範囲に属すること
を確認する。」と記載されている。
このような場合、Ｘは、Ｙに対し、実施料の支払を拒むことができるか。

②　＜事例＞の事情のほか、次のような事情がある場合において、設問に対す
る結論を述べ、民法の根拠条文を示しながら、その理由を簡潔に述べてくだ
さい。

本件契約を締結するに先立ち、Ｘは、知人から紹介を受けた特許鑑定士と
いう架空の資格を称しているが、実際には特許に関する資格を一切有しない
知財コンサルタントＺに、装置Ａと特許αとの関係について鑑定依頼をした。
その際、Ｘは、Ｚに対し、装置Ａが特許αに係る特許発明の技術的範囲に属
するのであれば、本件契約を締結し、Ｙに実施料の支払をする予定であり、
Ｚの鑑定意見書が本件契約を締結するかどうかを判断するための決め手にな
る旨を伝えていた。
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Ｚは、架空の資格を称していたが、これまで知的財産に関係する職務に従
事した経験があり、特許を主たる業務とする弁護士や弁理士が検討すれば、
装置Ａは特許αに係る特許発明の技術的範囲に属さないと判断されることは
ほぼ間違いないと考えた。
しかし、Ｚは、Ｙとは面識はないものの、Ｙのために、装置Ａが特許αに

係る特許発明の技術的範囲に属するとの鑑定意見書を作成すれば、Ｘからの
鑑定料とは別に、後日、Ｙから謝礼を受けられるかもしれないと考えた。
そこで、Ｚは、自らの見解どおりに装置Ａは特許αに係る特許発明の技術

的範囲に属さないとの結論の鑑定意見を述べれば、ＸはＹと本件契約を締結
しないであろうと認識していたにもかかわらず、装置Ａの実際の構成とは重
要な点において異なる虚偽の構成を記載して、その虚偽の構成を前提として、
装置Ａは特許αに係る特許発明の技術的範囲に属するという、正反対の結論
を記載した鑑定意見書を作成し、Ｘに交付した。
Ｘは、Ｚの鑑定意見書の結論を踏まえ、本件契約を締結するために、Ｙと

面会した。Ｘは、Ｚの鑑定意見書の結論を踏まえて、本件契約を締結するこ
とにしたと述べながら、Ｚの鑑定意見書をＹにも示した。その際、Ｙは、Ｚ
の鑑定意見書に、装置Ａの実際の構成とは重要な点において異なる構成が記
載されているらしいことに気が付いた。そして、Ｙには、Ｘがその点を見落
としたまま本件契約を締結しようとしているようにも思われた。しかし、Ｙ
は、Ｘにその点を特に指摘しないまま、Ｘと本件契約を締結した。
Ｘは、本件契約を締結した後、一括払いの実施料の支払前に、たまたま、

知人から特許を主たる業務とする付記弁理士Ｐ2の紹介を受けて相談した。
その際、Ｐ2にＺの鑑定意見書も見せたところ、その前提となる装置Ａの構
成の記載が重要な点において実際の構成とは異なり、その結果、正反対の結
論が記載されていることが判明した。
これらの事情がある場合、Ｘは、Ｙに対し、実施料の支払を拒むことがで

きるか。
なお、特許に関する何らの資格も有しないＺが鑑定意見書を作成する行為

は、弁護士法及び弁理士法に違反し得る行為であるが、資格を詐称した点を
含めて、その点は解答において考慮する必要はない。
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（2）以下の各設問に対し、現在施行されている法令と、現在存在する全ての判例
に基づいて解答してください。

ア　共同訴訟に関する以下の説明につき、以下のＡ、Ｂの空欄に入る適切な語句
を解答してください。Ｃについては、（ⅰ）から（ⅲ）までのいずれの類型に
該当するかを解答してください。空欄の長さは、語句の長さと無関係です。

一つの訴訟手続に原告若しくは被告又はその両当事者が複数人によって構成
される訴訟形態を共同訴訟という。
このうち、各共同訴訟人と相手方との間の複数の請求相互間に、民事訴訟法

3８条所定の関連性がある場合に、本来個別に訴訟を提起し審判され得る数個
の請求につき、便宜上、共同訴訟とすることが認められる類型を、（ⅰ）通常
共同訴訟という。
他方、共同訴訟人全部の請求について判決内容の合一確定が要請される類型
を必要的共同訴訟という。必要的共同訴訟においても、数人が共同して訴え又
は訴えられることにより、初めて当事者適格が認められる（ⅱ） A と、各
自単独で当事者適格を有し、個別に訴え又は訴えられるが、共同して訴え又は
訴えられた以上は、合一確定が要請される（ⅲ） B とがある。
問1（起案）の事例に係る侵害訴訟については、一般に、（ⅰ）から（ⅲ）

までの類型のうち、 C の類型に該当するものと解される。

イ　問1（起案）の事例における管轄裁判所（Ａ地方裁判所）は、どこになりま
すか。民事訴訟法の根拠条文を挙げ、管轄裁判所となり得る裁判所を、理由と
ともに全て解答してください。なお、不法行為に関する訴えに係る特別裁判籍
（民事訴訟法5条9号）については考慮する必要はないものとします。

ウ　問1（起案）の事例に基づいた以下の事例に係る問いについて、結論及び理
由を簡潔に解答してください。

問1（起案）の事例において、乙原花子弁護士と乙野二郎弁理士は、被告株
式会社乙川紙工（以下「被告乙川」という。）についてはその委任を受けて訴
訟代理人となることとしたが、被告丙海化学株式会社（以下「被告丙海」とい
う。）については、利益相反のおそれがあることから、被告丙海の委任を受け
ないこととした。そのため、被告丙海は、別個に弁護士丙山一郎（以下「丙山
弁護士」という。）を訴訟代理人として選任することとした。その結果、被告
乙川と被告丙海とは、一つの訴訟手続において、それぞれ別個に訴訟を追行し、
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それぞれ別個に主張及び立証をすることとなった。
そして、被告乙川は、被告製品1が本件特許発明の技術的範囲に属さない旨

の主張及び立証のほか、本件特許出願前の公知文献（乙第1及び第2号証）を
証拠として提出した上で、本件特許発明には進歩性がなく、本件特許権による
権利行使は認められない旨のいわゆる特許無効の抗弁の主張及び立証を行った。
これに対し、被告丙海は、被告製品2に係る間接侵害に固有の要件の成否の

みを争い、これに関する主張及び立証は行ったが、被告製品1の本件特許発明
への属否と特許無効の抗弁とに関しては、何らの主張もせず、証拠も提出しな
かった。
裁判所は、被告製品1は本件特許発明の技術的範囲に属し、かつ、被告製品

2についても間接侵害が成立し得るが、被告乙川の提出した公知文献により、
本件特許は無効であるとの心証を得た。
裁判所から、口頭弁論の終結に先立ち、「被告丙海は、特許無効の抗弁につ

いては、どのようにお考えか」との釈明を受けたことに対して、被告丙海代理
人の丙山弁護士は、「被告乙川の特許無効の抗弁に関する主張はもとより、証
拠についても全て援用する」旨の陳述をし、その後、裁判所は口頭弁論を終結
した。このような丙山弁護士の陳述は適切か。

ＪM－1 5/31



被告乙川紙工代表者（乙川三郎）の言い分

1　私は、株式会社乙川紙工（以下「当社」といいます。）の代表取締役を務めて
いる乙川三郎と申します。本日は、当社が、株式会社甲山パック（以下「甲山パ
ック」といいます。）から、甲山パックが有する特許権（以下「本件特許権」と
いい、本件特許権に係る特許を「本件特許」、本件特許に係る発明を「本件発明」
といいます。）を侵害したといわれ、訴訟を提起された件で相談に伺いました。

2　当社が、今回問題とされているパック容器「カートパック」（以下「当社製品」
といいます。）を、業として製造、販売、販売の申出をしていることは間違いあり
ません。 
　しかし、まず、甲山パックは、当社製品の開口構造の構成について、窓材もパ
ックラミネート材料に含まれると主張していますが、窓材はパックラミネート材
料に含まれるものではありません。 
　また、当社製品の開口構造では、上部被覆材と下部被覆材とは互いにシールさ
れておらず、窓材と下部被覆材とを互いに熱溶着シールすることで容器の注ぎ口
を形成していますが、甲山パックが、上部被覆材及び下部被覆材のみならず、窓
材を含めて本件発明にいうパックラミネート材料の「熱可塑性層」に当たると主
張しているのには異議があります。当社製品の開口構造が本件発明のものと同じ
であるというためには、パックラミネート材料の「熱可塑性層」といえる上部被
覆材と下部被覆材とを互いにシールして注ぎ口を形成する必要があるのではない
でしょうか。 
　さらに、甲山パックは、窓材が上部被覆材とともにキャリア層に「接合」され
ていると主張しているようです。しかし、「接合」の通常の意義は「二つのもの
を接ぎ合わせる」ことをいうのであり、上部被覆材はともかく、窓材については
キャリア層に「接合」されているとはいえないのではないでしょうか。

3　今回、当社が当社製品に用いるパックラミネート材料の熱可塑性層用の樹脂材
料を購入している丙海化学株式会社も間接侵害であるとして、当社と一緒に訴訟
を提起されました。しかし、当社が同社から購入している樹脂材料は、パックラ
ミネート材料向けに限らず、色々なものに使われている一般的なものです。丙海
化学以外にも同様の樹脂材料を販売している会社は幾つかあります。同社がその
ようなありふれた樹脂材料の製造販売を差し止められるというのはおかしいので
はないでしょうか。

（別紙1）
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4　当社製品の発売開始自体は本件特許の出願後ですが、当社は本件特許の出願前
に開口部の構造が現在の当社製品と変わりない製品を開発し、その発売について
社内の承認も経て、量産を開始するためのパックラミネート材料の発注もしてい
ました。 
　当時の製品は、パックラミネート材料の樹脂材料が塩化ビニールであった点の
み、ポリエチレンである現在の当社製品とは異なっていました。しかし、いずれ
も熱可塑性樹脂であることには変わりがありませんし、防水性という性能面でも
変わりがありません。裁判でこの点を何とか主張することはできないでしょうか。

5　本件発明のパックラミネート材料のように紙製のキャリア層の両側を熱可塑性
樹脂で覆うような素材から成るパック容器自体は、本件特許が出願されるよりも
前から、ごくありふれたものでした。 
　そのような素材を用いたパック容器において、キャリア層の両側を覆う熱可塑
性樹脂の層を熱溶着シールして、キャリア層の端縁が液体内容物を吸収しないよ
うにすることも、本件特許が出願された頃には行われていたように思いました。
そこで、当社の従業員に過去の特許を調査させたところ、特開2002－0
0000号の公開特許公報や米国特許第361〇〇〇〇号の明細書が見つかりま
した。 
　このうちの特開2002－00000号の公開特許公報に記載されたパック容
器は、パックラミネート材料のキャリア層の素材は異なるものの、その両側を覆
う熱可塑性樹脂の層が互いに合わさって接着されて注ぎ口が形成されています。
　また、米国特許第361〇〇〇〇号の明細書に記載された厚紙とプラスチック
ライナーの層でできた液体用容器の注ぎ口は、これらの層の注ぎ口付近の上部及
び下部に設けられたプラスチック層が互いに対面する形で溶着されて形成されて
います。なお、この注ぎ口は、最初から開いているのではなく、液体の使用時に
容器の上面のつまみ片を引っ張ると、プラスチック層が一緒に剥がれて注ぎ口が
開けられるようになっています。 
　これらの資料を使って何か主張できないでしょうか。

 以　上
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（別紙2）

訴　　　状

令和3年9月1日

Ａ地方裁判所　民事部　御中

原告訴訟代理人　弁護士 甲　野　一　郎　　㊞

　　　同　　　　弁理士 甲　原　次　郎　　㊞

〒○○○－○○○○　東京都千代田区丸の内○丁目○番○号

原　　　　　　　告 株式会社　甲山パック

同代表者代表取締役 甲　山　太　郎

〒○○○－○○○○　東京都千代田区霞が関○丁目○番○号　○ビル○階

甲野法律事務所（送達場所）

　電　話　03（○○○○）○○○○

　ＦＡＸ　03（○○○○）○○○○

原告訴訟代理人　弁護士 甲　野　一　郎

〒○○○－○○○○　東京都千代田区麹町○丁目○番○号　○○ビル○階

甲原特許事務所

　電　話　03（○○○○）○○○○

　ＦＡＸ　03（○○○○）○○○○

原告訴訟代理人　弁理士 甲　原　次　郎

〒○○○－○○○○　宮城県仙台市○○区○○町○丁目○○番○○号

被　　　　　　　告 株式会社　乙川紙工

同代表者代表取締役 乙　川　三　郎

〒○○○－○○○○　福岡県福岡市○○区○○町○丁目○○番○○号

被　　　　　　　告 丙海化学株式会社

同代表者代表取締役 丙　海　四　郎
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特許権侵害差止請求事件

訴訟物の価額　金○○○○万円

貼用印紙額　　金○○○○万円

請　求　の　趣　旨
1　被告株式会社乙川紙工は、別紙被告製品目録1記載のパック容器を製造し、販売

し、又は販売の申出をしてはならない

2　被告丙海化学株式会社は、別紙被告製品目録1記載のパック容器の製造に用いら

れる別紙被告製品目録2記載のパックラミネート材料の熱可塑性層用の樹脂材料を

製造し、販売し、又は販売の申出をしてはならない

3　訴訟費用は被告らの負担とする

との判決及び仮執行宣言を求める。

請　求　の　原　因
第1　当事者

1　原告は、食品や飲料の加工処理、包装等を目的とする株式会社である。

2　被告株式会社乙川紙工（以下「被告乙川」という。）は、飲料、食品などに用

いられる紙製の容器の製造販売を目的とする株式会社である。

3　被告丙海化学株式会社（以下「被告丙海」という。）は、ラミネート用の樹脂

など化成品の製造販売を目的とする株式会社である。

第２　原告の特許権

原告は、次の特許権（以下「本件特許権」といい、その特許請求の範囲の請求

項1記載の発明を「本件発明」という。）を有する（甲1（特許登録原簿謄本）、

甲2（特許公報、以下「本件公報」という。））。
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特許番号　　特許第○○○○○○○号

発明の名称　パック容器の開口構造

出　願　日　平成27年5月20日（特願2015－000000）

公　開　日　平成2８年11月25日（特開2016－000000）

登　録　日　平成29年12月5日

第3　本件発明

1　構成要件への分説

本件発明は、特許請求の範囲の請求項1に記載のとおりであるが、構成要件に

分説すると、以下のとおりである（以下、各構成要件を「構成要件Ａ」などとい

う。）。

Ａ　液体内容物に使用され、紙のキャリア層と熱可塑性層とを含むパックラ

ミネート材料により、全体的に作られている形式のパック容器用の開口構

造であって、あらかじめ設けられた注ぎ口と、注ぎ口の上部に付着された

引きはがし用のカバーストリップとを有する開口構造において、

Ｂ　前記パックラミネート材料のキャリア層に設けられた所定の形状と大き

さを持つキャリア層の孔と、

Ｃ－1　該キャリア層の各側に接合され、防水材料から成る層を含む熱可塑

性層であって、

Ｃ－2　前記キャリア層の孔が開けられた区域では、前記熱可塑性層が互い

に対面して、該キャリア層の孔の縁から間隔をおいて熱溶着シールされて

いる熱可塑性層と、

Ｄ　前記キャリア層の孔と同じ位置のシールされた熱可塑性層に該キャリア

層の孔より僅かに小さくなるように開けられて形成され、前記パックラミ

ネート材料の互いにシールされた熱可塑性層により縁取られた注ぎ口と、

Ｅ　前記注ぎ口を覆って前記パックラミネート材料に引きはがせるようにシ

ールされたカバーストリップと、
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Ｆ　を有することを特徴とするパック容器の開口構造。

2　本件発明の産業上の利用分野、解決しようとする課題及び効果

本件発明の産業上の利用分野、解決しようとする課題及び効果は、それぞれ、

本件公報（甲2）の明細書の段落【0001】、【0002】、【0005】に記

載のとおりである。

第４　被告らの行為

1　被告乙川は、別紙被告製品目録1記載のパック容器（以下「被告製品1」とい

う。）を、被告丙海から購入した別紙被告製品目録2記載の熱可塑性層用の樹脂

材料（以下「被告製品2」という。）などを用いて、業として、製造し、販売し、

販売の申出をしている（甲3）。 

　すなわち、被告乙川は、被告製品1のパック容器（別紙「被告製品1の図面」

の「第2図」）を、その開口構造（別紙「被告製品1の図面」の「第1図」及び

「第3図」）を含めて、キャリア層用の紙製材料に被告製品2の樹脂材料などを

積層し、加工することにより製造し、飲料会社などに販売するほか、飲料会社な

どの委託を受けて、被告製品1のパック容器に液体内容物を無菌充填した後、カ

バーストリップ（８）により封止した上で、飲料会社に販売している。

2　被告丙海は、被告製品2を、業として、製造し、販売し、販売の申出をしてい

る（甲4）。 

　被告製品2は、被告製品1の開口構造に用いられるパックラミネート材料を製

造するための熱可塑性層の材料である。

第５　被告製品1が本件発明の技術的範囲に属すること

1　被告製品1の構成

別紙「被告製品1の図面」の「第2図」に示される被告製品1のパック容器が

備える開口構造は、別紙「被告製品1の図面」の「第1図」及び「第3図」に示

される構成を備えている。これらの構成を本件発明の構成要件に対応させて特定
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したものは次のとおりである。

ａ　液体内容物に使用され、紙のキャリア層（2）と、ポリエチレンから成

る層（上部被覆材）（3）と、上部被覆材（3）の上面に熱溶着されたポ

リエチレンから成る窓材（5）と、ポリエチレンから成る層（下部被覆材）

（4）とを含むパックラミネート材料により作られているパック容器用の

開口構造であって、あらかじめ設けられた注ぎ口（7）と、該注ぎ口（7）

の上部に付着された引きはがし用のカバーストリップ（８）とを有する開

口構造である。

ｂ　パックラミネート材料（1）のキャリア層（2）と上部被覆材（3）と

の間に設けられたキャリア層の孔を有する。

ｃ－1　上部被覆材（3）とその上面に熱溶着された窓材（5）から成る層

がキャリア層（2）の上側に接合され、下部被覆材（4）から成る層がキ

ャリア層（2）の下側に接合されている。

ｃ－2　前記キャリア層の孔が開けられた区域では、窓材（5）と、下部被

覆材（4）が互いに対面して、キャリア層（2）の孔の縁（12）から間

隔をおいて熱溶着シールされている。

ｄ　キャリア層の孔と同じ位置の熱溶着シールされた窓材（5）と、下部被

覆材（4）に、該キャリア層の孔より僅かに小さくなるように開けられて

形成され、互いにシールされた窓材（5）と下部被覆材（4）とにより縁

取られた注ぎ口（7）を有する。

ｅ　注ぎ口（7）を覆ってパックラミネート材料（1）の外部に引きはがせ

るようにシールされたカバーストリップ（８）を有する。

ｆ　構成ａからｅまでを特徴とするパック容器の開口構造である。

2　本件発明の各構成要件と被告製品1の開口構造の各構成との対比

（1）構成要件Ａについて

被告製品1の構成ａにおいて、パックラミネート材料（1）には、紙のキャ

リア層（2）が含まれている。 
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　また、パックラミネート材料（1）には、ポリエチレンから成る層（上部被

覆材）（3）、上部被覆材（3）の上面に熱溶着されたポリエチレンから成る

窓材（5）及びポリエチレンから成る層（下部被覆材）（4）が含まれるとこ

ろ、これらはいずれも熱可塑性層である。 

　したがって、被告製品1の構成ａは、本件発明の構成要件Ａを充足する。

（2）構成要件Ｂについて

被告製品1の構成ｂにおいて、キャリア層の孔が、パックラミネート材料

（1）のキャリア層（2）に設けられている。 

　したがって、被告製品1の構成ｂは、本件発明の構成要件Ｂを充足する。

（3）構成要件Ｃ－1について

被告製品1の構成ｃ－1のパックラミネート材料（1）に含まれる下部被覆

材（4）及び窓材（5）は、いずれも防水性を有する熱可塑性層である。 

　また、下部被覆材（4）はキャリア層（2）の下側に接合され、上部被覆材

（3）と上部被覆材（3）の上側に熱溶着された窓材（5）とは、キャリア層

（2）の上側に接合されている。 

　したがって、被告製品1の構成ｃ－1は、本件発明の構成要件Ｃ－1を充足

する。

（4）構成要件Ｃ－2について

被告製品1における熱可塑性層である下部被覆材（4）と窓材（5）とは、

キャリア層の孔が開けられた区域で互いに対面し、キャリア層の孔の縁（12）

から間隔をおいて、熱溶着シールされている。 

　したがって、被告製品1の構成ｃ－2は、構成要件Ｃ－2を充足する。

（5）構成要件Ｄについて

被告製品1の構成ｄの注ぎ口（7）は、キャリア層の孔と同じ位置の熱溶着

シールされた熱可塑性層である窓材（5）及び下部被覆材（4）において、キ

ャリア層の孔より僅かに小さくなるように開けられて形成され、パックラミネ

ート材料（1）の互いにシールされた窓材（5）と下部被覆材（4）とにより
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縁取られている。 

　したがって、被告製品1の構成ｄは、本件発明の構成要件Ｄを充足する。

（6）構成要件Ｅについて

（省　略）

（7）構成要件Ｆについて

（省　略）

（８）小括

以上に述べたとおり、被告製品1の開口構造は、本件発明の構成要件Ａから

Ｆまでを全て充足するものであるから、本件発明の技術的範囲に属する。

したがって、被告乙川が被告製品1を業として製造し、販売し、又は販売の

申出をする行為は、いずれも本件特許権を侵害する。

第６　間接侵害の成立－被告製品２について

1　被告製品2の熱可塑性層用の樹脂材料を用いて製造される被告製品1のパック

容器の開口構造は、本訴状「第5」で述べたとおり、本件発明の技術的範囲に属

する。 

　したがって、以下のとおり、かかる被告製品2を製造し、販売し、又は販売の

申出をする被告丙海の行為は、特許法101条2号の間接侵害に該当する。

（1）本件発明に係る物の生産に用いる物であること

前述したとおり、被告製品2の熱可塑性層用の樹脂材料を用いて製造される

被告製品1のパック容器の開口構造は本件発明の技術的範囲に属することから、

被告製品2は本件発明に係る物の生産に用いる物である。

（2）本件発明による課題の解決に不可欠なものであること

本件発明の課題は、パック容器に、被告製品2の熱可塑性層用の樹脂材料を

用いて製造される被告製品1のパック容器の開口構造を備えることによって解

決されることから、被告製品2は本件発明による課題の解決のために不可欠な

ものである。
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（3）原告の特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを

知っていること

本訴状の送達より前から、原告は被告乙川のみならず、被告丙海に対しても、

被告製品2の熱可塑性層用の樹脂材料を用いて製造される被告製品1のパック

容器の開口構造が本件発明を侵害する旨の警告をしていた。したがって、被告

丙海は本件発明が原告の特許発明であること及び被告製品2が本件発明の実施

に用いられることを知っていたことはいうまでもない。

2　以上から、被告丙海が被告製品2を業として製造し、販売し、販売の申出をす

る行為は、本件特許権を侵害するものとみなされる（特許法101条2号）。

第７　差止請求権

本訴状「第5」及び「第6」で述べたとおり、被告乙川が被告製品1を業とし

て製造し、販売し、販売の申出をする行為は、本件特許権を侵害する行為であり、

被告丙海が被告製品2を製造し、販売し、販売の申出をする行為は、本件特許権

を侵害するものとみなされる行為である。したがって、原告は、被告らに対し、

それぞれ、請求の趣旨に記載の本件特許権の侵害行為の差止請求権を有する。

 以　上

証　拠　方　法

（省　略）

添　付　書　類

（省　略）
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（別紙）

被告製品目録

1　被告製品1の製品名

パック容器「カートパック」

2　被告製品2の製品名

熱可塑性層用の樹脂材料「ニューラミネート」
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（別紙）

被告製品1の図面
1　図面の説明

第1図　被告製品1の上面図

第2図　被告製品1の斜視一部断面図

第3図　被告製品1の開口構造の説明図

2　図面の番号の説明

（1）　パックラミネート材料

（2）　キャリア層

（3）　上部被覆材

（4）　下部被覆材

（5）　窓材

（7）　注ぎ口

（８）　カバーストリップ

（12）キャリア層の孔の縁

3　各図面

第 1図

カバーストリップ
（８）

上部被覆材
（３）

窓材（５）

注ぎ口
（７）
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第 2図

第 3図

カバーストリップ（８）

カバーストリップ
（８）

窓材（５）

窓材（５）窓材（５） キャリア層（２）
キャリア層（２）

キャリア層の孔の縁（12）キャリア層の孔の縁（12）

上部被覆材
（３）

上部被覆材（３）

下部被覆材（４）下部被覆材（４）

パック
ラミネート
材料（１）

パック
ラミネート
材料（１）

注ぎ口
（７）

注ぎ口（７）
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（54）【発明の名称】パック容器の開口構造

（57）【特許請求の範囲】
【請求項1】
液体内容物に使用され、紙のキャリア層と熱可塑性層とを含むパックラミネート材料に
より、全体的に作られている形式のパック容器用の開口構造であって、あらかじめ設けら
れた注ぎ口と、注ぎ口の上部に付着された引きはがし用のカバーストリップとを有する開
口構造において、
前記パックラミネート材料のキャリア層に設けられた所定の形状と大きさを持つキャリ
ア層の孔と、
該キャリア層の各側に接合され、防水材料から成る層を含む熱可塑性層であって、前記
キャリア層の孔が開けられた区域では、前記熱可塑性層が互いに対面して、該キャリア層
の孔の縁から間隔をおいて熱溶着シールされている熱可塑性層と、
前記キャリア層の孔と同じ位置のシールされた熱可塑性層に該キャリア層の孔より僅か
に小さくなるように開けられて形成され、前記パックラミネート材料の互いにシールされ
た熱可塑性層により縁取られた注ぎ口と、
前記注ぎ口を覆って前記パックラミネート材料に引きはがせるようにシールされたカバ
ーストリップと、
を有することを特徴とするパック容器の開口構造。
【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本発明は、液体内容物に使用され、紙のキャリア材料と熱可塑性材料の層から成るパッ
クラミネート材料により、全体的に作られている形式のパック容器の開口構造に係る。こ
の開口構造は、あらかじめ設けられた注ぎ口と、当該注ぎ口の上部に付着された引きはが
し用のカバーストリップとを有している。
【0002】
【従来の技術】
パック容器は、液体食品をパッケージするために広範囲に使用されている。一般には、
パック容器はあらかじめ製造されてあるパックラミネート材料から作られている。前記パ
ックラミネート材料は、紙などから成る繊維状材料のキャリア層を備えている。前記キャ
リア層は、少なくとも一方の側を、通常は両側を、ポリエチレンなどの薄い熱可塑性材料

（１9）日本国特許庁（ＪＰ） （１2）特　許　公　報（Ｂ2） （１１）特許番号

特許第○○○○○○○号

（P○○○○○○○）
（45） 発行日　平成 3０ 年1月 １2 日（2０１8. 1. １2） （24） 登録日　平成 29 年 １2 月 5 日（2０１7. １2. 5）

（5１） Int.Cl. Ｆ１
（略） （略）

請求項の数1（全3頁）

（2１） 出願番号　　特願 2０１5－００００００（P2０１5－００００００）
（22） 出願日　　　平成 27 年 5 月 2０ 日（2０１5. 5. 2０）
（65） 公開番号　　特開 2０１6－００００００（P2０１6－００００００Ａ）
（43） 公開日　　　平成 28 年 １１ 月 25 日（2０１6. １１. 25）
　　審査請求日　平成 29 年 2 月 27 日（2０１7. 2. 27）

（73） 特許権者　０００００００００ 
　　株式会社甲山パック 
　東京都千代田区丸の内〇丁目〇番〇号

（74） 代理人　　０００００００００ 
弁理士　甲原次郎

（72） 発明者　　○○　○○ 
東京都千代田区丸の内〇丁目〇番〇号

　　審査官　　○○　○○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（略）

（別紙3）
甲第2号証

10

20

30
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から成る熱可塑性層で覆われている。この種のパックラミネート材料は非常に可とう性が
あり、折り曲げと加熱シールを行うことで、所望の形状をしたパック容器に組み立てられ
るようになっている。また、パック容器は、一般に、パック容器の注ぎ口を覆って防水状
態にシールされた、引きはがし用のカバーストリップなどが設けられた開口構造を備えて
いる。材料にあらかじめ打ち抜き加工された注ぎ口と、この注ぎ口を覆って防水状態に設
けられたカバーストリップとを持つ形式の開口構造は、取扱いが簡単で事前にパック材料
に取り付けておくことができる利点がある。しかし、孔を打ち抜くことで露出したパック
ラミネート材料の縁を内容物から保護する必要がある。保護しないと、繊維状材料のキャ
リア層が内容物を吸収し、パックラミネート材料が溶けて内部強度が低下し外観も損なわ
れる。
【0003】
【問題点を解決するための手段】
本発明の目的は、防水性が得られるように注ぎ口の縁を保護してある、開口構造を提供
することにある。
【0004】
本発明は、本明細書の冒頭に記載した形式の開口構造において、パックラミネート材料
のキャリア層に設けられたキャリア層の孔と、該キャリア層の各側に接合され、防水材料
から成る層を含む熱可塑性層であって、前記キャリア層の孔が開けられた区域では、前記
熱可塑性層が互いに対面して、該キャリア層の孔の縁から間隔をおいて熱溶着シールされ
ている熱可塑性層と、前記キャリア層の孔と同じ位置のシールされた熱可塑性層に該キャ
リア層の孔より僅かに小さくなるように開けられて形成され、前記パックラミネート材料
の互いにシールされた熱可塑性層により縁取られた注ぎ口と、前記注ぎ口を覆って前記パ
ックラミネート材料に引きはがせるようにシールされたカバーストリップと、を有するこ
とを特徴とする。
【0005】
本発明に係る開口構造により高い防水性が保証され、注ぎ口の周りの区域でパックラミ
ネート材料のキャリア層に内容物が吸収されるのを防止できるようになる。
【0006】
本発明に係る開口構造の好ましい実施例につき、図面により説明する。図面は、本発明
に係る開口構造を含むパックラミネート材料の断面を拡大して示している。
【0007】
【実施例】
図1に示した本発明に係る開口構造は周知のパック容器に使用される。周知のパック容
器は可とう性のあるパックラミネート材料から作られている。
【000８】
周知のパック容器を作るのに広く用いられるパックラミネート材料は、紙のキャリア層
2を備えている。キャリア層2の両側には、熱可塑性材料であるポリエチレンの熱可塑性
層3及び4が設けられている。
【0009】
本発明のパックラミネート材料1は注ぎ口7を備えている。この注ぎ口7は、パックラ
ミネート材料1の材料層の全てを通り抜けている。パックラミネート材料1の外側には、
注ぎ口7を覆うカバーストリップ８が設けられている。カバーストリップ８は、アルミニ
ウムホイルから成る遮断層9と、遮断層9に熱溶着されたポリエチレンの熱可塑性材料か
ら成る防水層10とで、構成されている。カバーストリップ８を剥がせば、注ぎ口7を通
じて内容物を注ぎ出すことができる。
【0010】
パックラミネート材料1の熱可塑性層3及び4は、互いに防水状態に接合され、注ぎ口
7を覆うことなく注ぎ口7の周りにシール11を形成している。このシール11により、
熱可塑性層3及び4は、注ぎ口7の方向に向いたキャリア層2の孔の縁12を完全に覆い、
縁12を密封することができる。このようにして、内容物が縁12を通じてキャリア層2
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の内部に浸透し、強度及び衛生的な観点からパックラミネート材料1に好ましくない影響
が及ぶことを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】　閉じた状態にある、本発明に係る開口構造の実施例を示す断面図である。
【符号の説明】
1パックラミネート材料
2キャリア層
3、4熱可塑性層
7注ぎ口
８カバーストリップ
9遮断層
10防水層
11シール
12キャリア層の孔の縁

1
10

11712
4
2
3
8

9

【図 1】
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令和3年（ワ）第○○○○○号　特許権侵害差止請求事件　　　　　　副本直送

原　告　　株式会社甲山パック

被　告　　株式会社乙川紙工　ほか1名

答　弁　書

令和3年10月17日

Ａ地方裁判所　民事第○部　御中

〒○○○－○○○○　　　　　　東京都千代田区霞が関○丁目○番○号

　　　乙原法律事務所（送達場所）

　　　被告ら訴訟代理人　弁護士　　乙　原　花　子　㊞

　　　　　電話　　03－○○○○－○○○○

　　　　　ＦＡＸ　03－○○○○－○○○○

〒○○○－○○○○　　　　　　東京都千代田区霞が関○丁目○番○号

　　　乙野特許事務所

　　　被告ら訴訟代理人　弁理士　　乙　野　二　郎　㊞

　　　　　電話　　03－○○○○－○○○○

　　　　　ＦＡＸ　03－○○○○－○○○○

第1　請求の趣旨に対する答弁

空欄1

との判決を求める。

（別紙4）
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第２　請求の原因に対する認否

1　請求の原因第1（当事者）は、認める。

2　請求の原因第2（原告の特許権）は、認める。

3　請求の原因第3（本件発明）は、本件公報（甲2）の特許請求の範囲の請求項

1及び明細書（以下「本件明細書」という。）の発明の詳細な説明に原告主張の

記載が存在することは認める。

4　請求の原因第4（被告らの行為）について

（1）1項は、被告株式会社乙川紙工（以下「被告乙川」という。）が、被告製品

1を製造し、販売し、販売の申出をしていることは認める。

（2）2項は、認める。

5　請求の原因第5（被告製品1が本件発明の技術的範囲に属すること）について

（1）被告製品1の構成

被告製品1に係る開口構造が、構成ａ、ｃ－1の構成を備えていることは否

認する。構成 aの特定については、「上部被覆材（3）の上面に熱溶着された

ポリエチレンから成る窓材（5）と、」の部分は削除されるべきである。構成

ｃ－1については、「上部被覆材（3）から成る層がキャリア層（2）の上側

に接合され、上部被覆材（3）の上面に窓材（5）が熱溶着され、下部被覆材

（4）から成る層がキャリア層（2）の下側に接合されている。」と特定され

るべきである。

被告製品1に係る開口構造が、構成ｂ、ｃ－2、ｄ及びｅを備えていること

は認める。

構成ｆについては、構成ａからｅまでの特徴を備えるかどうかはともかく、

「パック容器の開口構造」であることは認める。

（2）本件発明の各構成要件と被告製品1の開口構造の各構成との対比

被告製品1の開口構造の構成 a、ｃ－1、ｃ－2、ｄ、ｅが、それぞれ、構

成要件Ａ、Ｃ－1、Ｃ－2，Ｄ、Ｅを満たすことについては、争う。
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被告製品1の開口構造の構成ｂが構成要件Ｂを満たすことについては認め、

構成要件Ｆについては、構成ｆが構成要件ＡからＥまでの特徴を備えるかどう

かはともかく、「パック容器の開口構造」であることは認める。

6　請求の原因第6（間接侵害の成立－被告製品2について）について

訴状記載のような警告があったことは認め、その余は、否認又は争う。

7　請求の原因第7（差止請求権）は、争う。

第3　被告製品1の開口構造は本件発明の技術的範囲に属さないこと

被告製品1の開口構造は、以下のとおり、構成要件Ａ、Ｃ－1、Ｃ－2、Ｄ及

びＥを充足せず、本件発明の技術的範囲に属さない。

1　構成要件Ａ、Ｃ－1、Ｃ－2及びＤについて

原告は、被告製品1の上部被覆材（3）、窓材（5）及び下部被覆材（4）が、

構成要件Ａ、Ｃ－1、Ｃ－2及びＤのパックラミネート材料の「熱可塑性層」に

該当するものと主張する。

しかし、構成要件Ａ、Ｃ－1、Ｃ－2及びＤの「熱可塑性層」は、以下、明ら

かにするとおり、①構成要件Ｃ－1の「キャリア層の各側に接合され」ているこ

とを要するところ、被告製品1の窓材（5）は、キャリア層に接合されていない

こと、また、②構成要件Ｄの「パックラミネート材料」を構成する部材であるこ

とを要するところ、被告製品1の窓材（5）はパックラミネート材料とは別の部

材であることから、被告製品1の窓材（5）は、「熱可塑性層」に当たらない。

空欄2

2　構成要件Ｅについて

（省　略）
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3　小　括

以上より、被告製品1の開口構造は、構成要件Ａ、Ｃ－1、Ｃ－2、Ｄ及びＥ

を充足せず、本件発明の技術的範囲に属さない。

第４　間接侵害の不成立

被告丙海化学株式会社（以下「被告丙海」という。）の被告製品2を製造し、

販売し、又は販売の申出をする行為は、いずれも特許法101条2号の間接侵害

に該当するものではない。

1　本件発明に係る物の生産に用いる物でないこと

前述のとおり、被告製品1の開口構造は本件発明の技術的範囲に属さないもの

であるから、被告製品2の熱可塑性層用の樹脂材料は、本件発明に係る物の生産

に用いる物ではない。

2　本件発明による課題の解決に不可欠なものでないこと

「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、…（中略）…と解される。こ

れを本件についてみると、…（中略）…であるから、被告製品2の熱可塑性層用

の樹脂材料は、「発明による課題の解決に不可欠なもの」（特許法101条2号）

には該当しない。

3　特許法101条2号の間接侵害に固有の抗弁

仮に、被告製品2の熱可塑性層用の樹脂材料が本件発明に係る物の生産に用い

る物であり、かつ、本件発明による課題の解決に不可欠なものであるとしても、

以下に述べる理由により、特許法101条2号の間接侵害は成立しない。

空欄3
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4　小　括

以上より、被告丙海の被告製品2を製造し、販売し、又は販売の申出をする行

為は、特許法101条2号の間接侵害に該当するものではない。

第５　先使用の抗弁

仮に、被告製品1が本件発明の技術的範囲に属するものであったとしても、被

告乙川は、被告製品1の製造、販売、販売の申出に関し、本件特許権について先

使用による通常実施権（特許法79条）を有するものである。

1　先使用権の成立

（1）「発明」が完成していたこと

発明が完成したというためには、…（中略）…である。本件において、被告

乙川は、…（中略）…であるから、本件発明の内容を知らないで本件発明の技

術的範囲に属する発明を完成していた。

（2）「事業の準備」をしていたこと

特許法79条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、…（中略）…で

ある。本件において、被告乙川は、…（中略）…であるから、本件特許出願の

際には、事業の準備をしていた。

2　「準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」であること

（1）「準備をしている発明…の範囲内」であること

特許法79条の「実施又は準備をしている発明の範囲」とは、

空欄4

（2）「準備をしている…事業の目的の範囲内」であること

特許法79条にいう「事業の目的の範囲内」とは、…（中略）…である。本

件において、被告乙川は、…（中略）…であるから、被告乙川の被告製品1の
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製造、販売に係る事業の目的は「準備をしている…事業の目的の範囲内」にあ

る。

3　小　括

以上より、仮に、被告製品1が本件発明の技術的範囲に属するものであったと

しても、被告乙川は、被告製品1の製造、販売、販売の申出に関し、本件特許権

について先使用による通常実施権（特許法79条）を有するものであるから、原

告の請求は認められない。

第６　特許無効の抗弁

1　本件発明は、本件特許の出願前の平成14年○月○日に頒布された刊行物であ

る特開2002－00000号公報（乙1）に記載の発明（以下「乙1発明」と

いう。）と本件特許の出願前の平成10年○月○日に頒布された刊行物である米

国特許第361○○○○号明細書（乙2）に記載の発明（以下「乙2発明」とい

う。）に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件特

許は特許法29条2項に違反して特許がされた無効理由を有し、特許無効審判に

おいて無効とされるべきものであるから、原告の本件特許権の行使は、特許法1

04条の3第1項により制限されるべきものである。以下、詳細に述べる。

2　乙1及び乙2の記載

（1）特開2002－00000号の公開特許公報（乙1）には、次の事項①から

③までが記載され、かつ、関連する図面として【第1図】が記載されている。

（記載事項①）

「液体食品を包装する使い捨て式の包装容器は、現在、大抵、積層材料か

ら製造される。積層の外側の層（5、7）は熱可塑性樹脂から成る。積層の

内側の層（4）は包装積層の剛性を増大するために、例えば、発泡熱可塑性

樹脂材料の繊維材料から成る。」

（記載事項②）

「この型式の包装容器の積層材料を打ち抜いた注入口（2）は、引裂き用
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被覆ストリップ（3）で覆われるが、その切断端縁は、包装容器の内側にあ

り、そのままでは内容物に接触するようになり、望ましくない。」

（記載事項③）

「第1図で認められるように、注入口（2）に面する包装積層の切断端縁

は、積層材料の外側の熱可塑性樹脂層（5、7）によりシールされ、積層の

内側の層（4）の端縁は、包装容器の内側に露出されない。これにより、積

層の内側の層（4）が、容器内にある内容物に接触するようになるのを効果

的に防止することができる。」

4

5

7 2

3
【第 1図】

（2）米国特許第361○○○○号明細書（乙2）には、厚紙とプラスチックライ

ナーとから成る液体用厚紙コンテナーに関し、次の事項①から③までが記載さ

れ、かつ、関連する図面として「第1図」（Ｆｉｇ．1）から「第3図」（Ｆ

ｉｇ．3）までが記載されている。

（記載事項①）

「第1図（Ｆｉｇ．1）は注目しているパッケージのブランクを示し、第

2図（Ｆｉｇ．2）、第3図（Ｆｉｇ．3）は拡大したスケールで開口部の

断面を示し、第2図は開口部が引き裂かれる前の状態を、第3図は開口部が

引き裂かれた後の状態を示している。」

（記載事項②）

「容器は、補強部分である厚紙20とプラスチックライナー23から成る。

補強部分の素材には熱可塑性発泡樹脂が使われることもあるが、価格、加工

性、資源の再利用などの点において厚紙が優れている。」
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（記載事項③）

「容器の内側に、プラスチック片25が孔の端24に沿って溶接され、容

器の外側に第2のプラスチック片26が孔の端24に沿って溶接されている。

2つのプラスチック片25及び26は、第1図のライン27により示される

外面の内部で互いに溶接される。」

23

23 24

24

27 25

25

26

2620

20

23
27

Fig.1

Fig.2

Fig.3

25

20 24
27

26

第 1 図（F i  g .   1 ）

第 2 図（F i  g .   2 ）及び第 3 図（F i  g .   3 ）
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3　本件発明と乙1発明との対比

（1）一致点

本件発明は、乙1発明と…（中略）…において一致する。

（2）相違点

本件発明と乙1発明とは、次の点において相違している。

（相違点）

キャリア層が、本件発明においては紙の層であるのに対して、乙1発明に

おいては熱可塑性発泡樹脂層である点

4　相違点に係る構成を備えたものとすることが容易であること

本件特許出願時の当業者において、技術分野などの観点も踏まえながら、乙1

発明に乙2発明及び周知の技術的事項を適用することにより、本件発明との相違

点に係る構成を備えたものとすることは、容易になし得たものである。以下、そ

の点を明らかにする。

空欄5

5　小　括

以上より、本件発明は、乙1発明、乙2発明及び周知の技術的事項に基づいて、

当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件特許は特許法29条2

項に違反して特許がされた無効理由を有するものであるから、特許無効審判によ

り無効とされるべきものであり、原告の本件特許権の行使は、特許法104条の

3第1項により制限されるべきである。

第７　結　語

以上のとおり、原告の主張には理由がなく、本件請求はいずれも棄却されるべ

きである。
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証　拠　方　法
1　乙第1号証　特開2002－00000号公報

2　乙第2号証　米国特許第361○○○○号明細書

附　属　書　類
（省　略）

 以　上
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